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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３１年１月１５日 ０８時４５分ごろ 

発生場所 北海道別
べ つ

海
か い

町尾
お

岱
だ い

沼
と う

漁港東南東方沖 

 野付埼灯台から真方位１４８°２.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４３°３１.６′ 東経１４５°２２.８′） 

事故の概要  漁船やえなみ丸は、操業中、甲板員が落水して負傷した。 

事故調査の経過  平成３１年１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 やえなみ丸、４.９トン 

 ＨＫ３－１２３７８１（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９２ｍ（Lr）×３.１２ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２６４.６kＷ、平成１３年２月 

 第２００－３４３９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年５月１１日 

  免許証交付日 平成２９年４月２７日 

         （令和５年３月２４日まで有効） 

甲板員 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成４年６月１９日 

  免許証交付日 平成２９年４月２７日 

         （令和４年６月１８日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（甲板員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、水温 約２℃ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、ほっき貝桁網漁の目的

で、平成３１年１月１５日０６時３０分ごろ尾岱沼漁港を出港し、同

漁港東南東方７Ｍ付近の漁場に到着後、船尾から錨替わりの鉄製桁を

海中に投入し、前進して鉄製桁に接続された長さ約２００ｍのワイヤ
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ロープを延出して、操業を開始した。 

 本船は、船長が操舵室で操船に、甲板員が前部甲板右舷側で‘噴流

式マンガンと称するステンレス製桁に袋網を取り付けた桁網’（以下

「本件桁網」という。）の投入にそれぞれ当たり、３回目の操業を開

始した。 

 甲板員は、本件桁網をブルワーク上に置いて投入しようとしたとこ

ろ、着用していた固型式救命胴衣の、左開口部に本件桁網の爪が引っ

掛かったことに気付いた。（図１～３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本事故時の乗組員の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件桁網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救命胴衣に引っ掛かった爪 

錨替わりの鉄製桁 本件桁網 

船長 
甲板員 

ワイヤロープ 
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図３ 救命胴衣に引っ掛かった爪（拡大） 

 

 甲板員は、すぐに爪を外そうとしたが、本件桁網が船体動揺で船外

側にずれ、０８時４５分ごろ、爪が外れないまま本件桁網と共に落水

した。 

 甲板員は、落水後すぐに救命胴衣に引っ掛かっていた本件桁網の爪

が外れ、本船付近の海面に浮かんでいたところ、船長の連絡により来

援した僚船により救助され、尾岱沼漁港に戻った後、救急車で病院に

搬送されて低体温症と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  甲板員は、本事故時、ほっき貝桁網漁の経験が約２７年あり、健康

状態は良好であった。 

 甲板員は、毛糸の帽子、カッパの上下、固型式救命胴衣、ゴム手袋

及びゴム長靴を着用していた。 

 甲板員は本事故時、救命胴衣のファスナーを締めていた。 

 本件桁網のステンレス製桁は、長辺が約１６８cm、短辺が約１３０

cm、高さが約５０cm で、重量は約１２０kgであった。 

 甲板員は、本件桁網をブルワーク上に置く際、ふだんから、重心が

舷縁上に来るように置いていた。 

 甲板員は本件桁網の投入時、本件桁網の爪と上半身とが接していた

ので、本件桁網の爪が救命胴衣の開口部に引っ掛かったと本事故後に

思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、尾岱沼漁港東南東方沖において操業中、甲板員が、本件桁

網を海中に投入する際、本件桁網の爪と上半身とが接しており、着用

していた救命胴衣の開口部に本件桁網の爪が引っ掛かったことから、

本件桁網と共に落水して負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が尾岱沼漁港東南東方沖において操業中、甲板員
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が、本件桁網を海中に投入する際、本件桁網の爪と上半身とが接して

おり、着用していた救命胴衣の開口部に本件桁網の爪が引っ掛かった

ため、本件桁網と共に落水したことにより発生したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・桁網を投入する際は、できるだけ本件桁網の爪から上半身を離し

て、救命胴衣等が引っかからないよう注意して投入すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

尾岱沼漁港 

尾岱沼港南防波堤灯台 

事故発生場所 

（平成３１年１月１５日 

０８時４５分ごろ発生） 

北海道 

事故発生場所 

（平成３１年１月１５日 

０８時４５分ごろ発生） 

 

野付埼灯台 
尾岱沼漁港 

北海道 

別海町 


